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なかよしひろば
（親子ふれあい事業）

※申込不要

【対象】市内在住および里帰
りの就学前の乳幼児
とその保護者

【日時】8 月 26 日（月）
　         午後 2 時 30 分～
                       3 時 30 分

【内容】紙粘土で遊ぼう！
【持ち物】水筒、タオル

子育て講座
【ベビーマッサージ】
2回目（参加費無料）

　赤ちゃんと肌と肌の触れ合い
からのコミュニケーションを感
じてみませんか。
　初めての方も、大歓迎。

【対象】市内在住の生後 2 か月
～ 12 か月の就園前の乳
幼児とその保護者

【日時】8 月 23 日（金）
　　　  午前 10 時～ 11 時

【講師】インストラクター
　　　　　金谷　智子 先生

【定員】先着 10 組
　　　　（定員になり次第締切）

【持ち物】赤ちゃんを寝かせられ
る大きさのタオル 2 枚

【申し込み】8 月 1 日～問へ
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　双子ちゃんあつまれ

ミニ誕生会

　　開放中止
(保健ｾﾝﾀｰ検診のため）

なかよしひろば
建国記念日の
振替休日

♪➡ お話の日 ➡ リズムの日(健康ポイント事業）

時間：午前11時～11時30分

対象の就園前とは幼稚園等入園まで
　　　就学前とは小学校入学まで

♪

　　開放中止

振替休日

保健師
相談日

♪

♪

山の日の
振替休日

つどいのひろば
（榛原北保育園）

水遊びの日

つどいのひろば
（室生こども園）

※家児相談日

水遊びの日

　 子育て講座
　  (フラダンス)

水遊び
最終日

パパと
遊ぼう

　　子育て講座
　(ベビーマッサージ)

つどいのひろば
(榛原総合センター）

♪

親子教室「すくすく教室」
　　 二次募集！

～年間登録制～

親子教室に参加しませんか？
年齢に応じた遊びや子育ての
情報提供を行います。
親子で交流しながら、楽しい
遊びを通して友達作りをしま
せんか？

【対象】市内在住の就園前の
　　　  お子さんとその保護者
（保育園等に在籍されているお子さんは登録
できません）
0 歳児：平成 30 年 12 月 1 日～平成 31 年

4 月 1 日生まれ　15 組
1 歳児：平成 29 年 4 月 2 日～平成 30 年 4

月 1 日生まれ　　6 組
【実施日】10 月～令和 2 年 3 月（毎月 1 回開催）
【参加費】登録料年間 500 円（初回に徴収）
【申し込み】9 月 2 日～ 13 日午前 9 時～午後 4

時（土日を除く）までに問へ

　パパと遊ぼう !　※申込不要

日頃、子育て支援センターに遊びに
来れないパパともこの日は、一緒に
遊べますよ！パパが忙しくて来れな
くても、大丈夫。どなたでも遊びに
きてください。

【対象】市内在住および里帰りの
　　　就学前の乳幼児とその保護者

【日時】8 月 17 日（土）
　         午前 9 時～正午

【内容】傘袋ロケットを作ります
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発達の悩みについて  語り合いませんか？

問介護福祉課（☎ 82・3675 ／ IP ☎ 88・9088）

●かるがもくらぶ
【日時】8 月 20 日（火）
　　　午前 10 時～正午

【場所】菟田野人権交流センター

●みんなでつながりつくろう
　　　　　　　　　　　井戸端会議

【日時】8 月 8 日（木）午前 10 時～正午
【場所】市役所 2 階　212 会議室

　経済的負担の軽減により、子育て世帯を社会全体で応援していくために、
10 月から全国的に幼児教育・保育の無償化が始まります。

幼児教育・保育の無償化　スタート！
10 月 1 日から

～ 3歳から 5歳までの障がいのある子どもたち～
　【無料となるサービス】
　　・児童発達支援　　　・医療型児童発達支援　等
　　　　　※詳しくは問へ

～幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち～
　【対象者・利用料】
　　・幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する 3 歳から 5 歳までの全ての子どもたち
　　　　（無償の期間は、満 3 歳になった後の 4 月 1 日から小学校入学前までの 3 年間）
　　・住民税非課税世帯の 0 歳から 2 歳までの子どもたち
　　　　（子どもが 2 人以上の世帯は、保育所等を利用する最年長の
　　　　  子どもを第 1 子とカウントし、0 歳から 2 歳までの第 2 子
              は半額、第 3 子以降は無償）
　　　※給食費、学級費などはこれまでどおり保護者の負担となります
　
～幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち～
　【対象者・利用料】
　　・無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要あり
　　・幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額 11,300 円までの範囲で利用料が無償化

～認可外保育施設等を利用する子どもたち～
　【対象者・利用料】
　　・無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要あり
　　・3 歳から 5 歳まで…月額 37,000 円まで、
　　　0 歳から 2 歳までの住民税非課税世帯…月額 42,000 円までの利用料が無償化
　【対象となる施設・事業】
　　・認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業
　　　　　※詳しくは問へ 問こども未来課（☎ 82・2236 ／ IP ☎ 88・9080）

問介護福祉課（☎ 82・3675 ／ IP ☎ 88・9088）
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